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【用語の定義】 

 

用  語 定  義 

本市 札幌市をいう。 

白石破砕工場 
燃やせないごみ、不燃性大型ごみ、可燃性大型ごみ等を破砕・選別するための

施設の総称とし、工場棟、計量棟、外構等のすべてを含めていう。 

本件事業 本市が実施する白石破砕工場更新事業をいう。 

本施設 
本件事業において設計・建設され、運営・維持管理される白石破砕工場のプラ

ント設備及び建築物等を総称していう。 

白石清掃工場 
本施設に隣接して立地している白石清掃工場の総称とし、工場棟、灰処理棟、

管理棟、外構等、白石清掃工場を構成するすべてを含めていう。 

敷地 
白石清掃工場（焼却工場）や白石清掃事務所等が立地する用地全体を指し、本

件事業の事業用地を含む約 10.1ha の範囲を指す。 

事業用地 
敷地のうち、本件事業にて建設工事を行い、運営・維持管理を実施する約 1.8ha 

の範囲をいう。 

工場棟 
白石破砕工場を構成する建築物のうち、破砕・選別プラント設備を内包する建

築物をいう。 

計量棟 
白石破砕工場を構成する建築物のうち、計量設備や計量検収を行う事務所を内

包する建築物をいう。 

ＤＢＯ方式 
公共が資金調達及び施設を所有し、施設の設計・建設・運営・維持管理を民間

事業者に包括的に委託する事業方式をいう。 

ＰＦＩ方式 
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法

律第 117 号)をいう。 

運営・維持管理業

務 

本件事業のうち、本施設の運営・維持管理（運転、維持管理、補修及び更新等

を含む。）に係る業務をいう。 

運営・維持管理業

務委託契約 

運営・維持管理業務に係る本市と運営事業者で締結される「白石破砕工場更新

事業 運営・維持管理業務委託契約書」に基づく契約をいう。 

運営・維持管理業

務委託契約書（案） 

入札公告時に公表する「白石破砕工場更新事業 運営・維持管理業務委託契約

書（案）」をいう。 

運営事業者 

落札者の構成員が株主として出資設立する株式会社で、本施設の運営・維持管

理業務を目的とする特別目的会社（ＳＰＣ：Special Purpose Company）であ

り、本施設の運営・維持管理業務を担当する者をいう。 

基本協定 
本件事業開始のための基本的事項に係る本市と落札者の間で締結される「白石

破砕工場更新事業 基本協定書」に基づく協定をいう。 

基本協定書（案） 入札公告時に公表する「白石破砕工場更新事業 基本協定書（案）」をいう。 

基本契約 
本件事業の実施に際し、本市と事業者が締結する、相互の協力、支援等につい

て定める「白石破砕工場更新事業 基本契約書」に基づく契約をいう。 

基本契約書（案） 入札公告時に公表する「白石破砕工場更新事業 基本契約書（案）」をいう。 

協力企業 

構成事業者のうち、運営事業者への出資を行わない者で、本件事業の実施に際

して、設計・建設業務のうちの一部を請負又は受託することを予定している者

をいう。 
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用  語 定  義 

建設工事請負契約 
設計・建設業務に係る本市と建設事業者で締結される「白石破砕工場更新事業 

建設工事請負契約書」に基づく契約をいう。 

建設工事請負契約

書（案） 

入札公告時に公表する「白石破砕工場更新事業 建設工事請負契約書（案）」を

いう。 

建設事業者 
本件事業において、設計・建設業務を担当する者で、単独企業又は共同企業体

をいう。 

構成員 構成事業者のうち、落札者の選定後、運営事業者への出資を行う者をいう。 

構成事業者 構成員と協力企業の総称をいう。 

事業期間 設計・建設期間及び運営・維持管理期間から構成される約 24 年間をいう。 

事業者 本件事業を実施する者として選定された落札者及び運営事業者をいう。 

排出禁止物 本市から排出される廃棄物のうち収集しないごみを総称していう。 

受入対象物 

受入対象物は、産業廃棄物や排出禁止物、請負工事から出たごみなど市で取り

扱わないごみに加え、 終処分場に搬入すべきごみ（ガラス・せともの・石・

コンクリート等）を除く、すべての搬入物（ごみ）を総称していう。 

処理不適物 
受入対象物のうち、破砕処理等に適さないもの又は設備に不具合が発生するも

のを総称していう。 

処理対象物 受入対象物のうち、処理不適物を除いたものを総称していう。 

設計・建設業務 本件事業のうち、本施設の設計・建設に係る業務をいう。 

代表企業 入札時に入札参加者の代表を務める者をいう。 

特定事業契約 
本件事業に係る基本契約、建設工事請負契約、運営・維持管理業務委託契約を

総称して又は個別にいう。 

入札参加者 本件事業の入札に参加する単独企業又は企業グループをいう。 

入札説明書 入札公告時に公表する「白石破砕工場更新事業 入札説明書」をいう。 

入札説明書等 

本市が本件事業の実施に際して入札公告時に公表する入札説明書、要求水準

書、落札者決定基準、様式集、基本協定書（案）、基本契約書（案）、建設工事

請負契約書（案）、運営・維持管理業務委託契約書（案）、リスク管理方針書（案）、

その他これらに付属又は関連する書類を総称して又は個別にいう。 

破砕残さ 破砕施設から発生する破砕・選別残さをいう。また、可燃性の破砕残さを可燃

物、不燃性の破砕残さを不燃物と称す。 

要求水準書 入札公告時に公表する「白石破砕工場更新事業 要求水準書」をいう。 

様式集 入札公告時に公表する「白石破砕工場更新事業 様式集」をいう。 

落札者 
入札参加者の中から本件事業を実施する者として選定された入札参加者であ

り、本件事業を実施する者をいう。 

落札者決定基準 入札公告時に公表する「白石破砕工場更新事業 落札者決定基準」をいう。 

 

 

  



 

 - 3 - 

第１章 入札説明書の位置付け 

「白石破砕工場更新事業 入札説明書」は、札幌市の白石破砕工場更新事業を実施する事業者を

募集し、選定するに当たり、本件事業の入札への参加を希望する者に配布する。 

本件事業に係る入札公告による一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、本入札

説明書による。 

なお、本件事業は、「ＷＴＯ政府調達協定」（平成 6 年 4 月 15 日マラケシュで作成された政府調達

に関する協定及び平成 24 年 3 月 30 日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議

定書）の対象事業であり、入札手続きには「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を

定める政令」（平成 7 年政令第 372 号）が適用される。 

また、以下の要求水準書、落札者決定基準、様式集、基本協定書（案）、基本契約書（案）、建設工

事請負契約書（案）及び運営・維持管理業務委託契約書（案）、リスク管理方針書は、本入札説明書

と一体のものである。 

 

 要求水準書 

 落札者決定基準 

 様式集 

 基本協定書（案） 

 基本契約書（案） 

 建設工事請負契約書（案） 

 運営・維持管理業務委託契約書（案） 

 リスク管理方針書 

 

以下、本件事業に係る基本契約、建設工事請負契約、運営・維持管理業務委託契約の３つの契約を

まとめて、「特定事業契約」という。 
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第２章 事業の概要 

事業名称 

白石破砕工場更新事業 

 

対象となる公共施設等の種類 

一般廃棄物処理施設 

 

公共施設等の管理者の名称 

札幌市長 秋元 克広 

 

事業の目的 

本件事業は、篠路破砕工場の更新施設である破砕処理施設を、白石清掃工場敷地内にてＤＢＯ方

式により整備、運営・維持管理することで、民間事業者のノウハウの活用により効率的かつ効果的

に実施するとともに、処理対象物の適正処理、生活環境の保全を図るものである。篠路破砕工場に

代わる破砕工場を新規に整備することにより、資源物回収と埋立処理場の延命化を目的とする。 

 

事業の内容 

事業概要 

本件事業は、白石破砕工場を整備し、運営・維持管理するものである。 

なお、本件事業で整備する施設は、工場棟、計量棟、その他付帯施設、外構設備である。 

設計・建設業務 

白石破砕工場の設計・建設 

運営・維持管理業務 

白石破砕工場の運営・維持管理 

 

事業予定地 

項 目 概  要 

計画地所在地 札幌市白石区東米里 2170 番地 

敷地面積（事業用地面積） 約 10.1ha（うち、事業用地は約 1.8ha） 

 

施設の概要 

施設の種類 概  要 

破砕施設 

処理対象物 大型ごみ、燃やせないごみ 

処理方式 破砕・選別 

処理能力 

140t/5h 

【可燃性大型ごみ】 

剪断式破砕系列・低速二軸回転式破砕系列 86t/5h 

【燃やせないごみ、不燃性大型ごみ】 

低速二軸回転式・高速回転式破砕系列 54t/5h 

※ 詳細は、要求水準書を参照すること。 

※ 災害廃棄物は、分別の上、大型ごみ、燃やせないごみとして搬入される。 
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事業期間 

事業期間等は、以下のとおりである。詳細は、要求水準書を参照のこと。 

事業期間  ：特定事業契約締結日（本契約としての成立日をいう。以下同じ。）か 

ら約 24 年間とする。 

設計・建設期間  ：特定事業契約締結日から令和 10 年 3 月 31 日とする。 

運営・維持管理期間：令和 10 年 4 月 1 日から令和 30 年 3 月 31 日とする。 

 

事業方式 

本件事業はＤＢＯ（Design：設計、Build：建設、Operate：運営）方式により実施する。 

本市は本施設の設計・建設及び運営・維持管理に係る資金を調達する。なお、本施設は、本市が

所有する。また、本施設の設計・建設業務については、循環型社会形成推進交付金の対象事業とし

て実施する。 

落札者の構成員、協力企業及び運営事業者は、本施設の設計・建設業務及び運営・維持管理業務

に係る本件事業を一括して行うものとする。なお、運営事業者は本市内に設立するものとする。 

 

業務範囲 

事業者が行う業務範囲 

事業者が行う主な業務範囲は、次のとおりとする。 

なお、具体的な業務の範囲については、要求水準書を参照すること。 

事前業務 

落札者は、決定後速やかに運営事業者を設立する。 

設計・建設業務 

建設事業者は、本市と締結する建設工事請負契約に基づき設計・建設業務を行う。ま

た、本件事業を行うために必要な許認可の取得を行う。 

設計・建設業務の範囲は、機械設備工事、電気計装設備工事、土木建築工事等の実施設

計及び工事の施工とし、本施設の整備に必要なものすべてを含む。 

建設事業者は、本施設の建設等に伴って発生する建設廃棄物等の処理、処分及びその他

の関連するもの、建築確認（計画通知）等の許認可等手続き、プラント設備の試運転及び

引渡性能試験、長寿命化計画（施設保全計画）の策定及び工事中の住民対応等の各種関連

業務について手続に伴う費用負担を含め行うものとする。なお、住民対応については、地

域住民への説明会を想定しているが、詳細は本市との協議とする。 

運営・維持管理業務 

運営事業者は、本市と締結する運営・維持管理業務委託契約に基づき、一般廃棄物（大

型ごみ、燃やせないごみ等）を受け入れ、要求水準書に規定する要求水準を満足する適正

な処理を行う。なお、その際に、本件事業の運営・維持管理業務として受付・計量業務、

運転管理業務、環境管理業務、プラント設備の点検・検査・補修・更新業務、用役管理業

務、機器等の管理業務、建築物等の保守管理業務、運営事務、情報管理業務、地域貢献事

業等を行う。 

運営事業者は、受入対象物の受入及び計量を行うとともに、許可搬入者及び自己搬入者

からのごみ処理手数料について、本市が定める金額を本市が定める方法で収納する。 

運営事業者は、見学者や視察者等に受付から引率や説明、その他の対応について行う。

なお、行政視察については、予約の受付を含め本市が行うが、運営事業者はこれに協力す

る。 
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本市が行う業務範囲 

本市が行う主な業務は、次のとおりとする。なお、具体的な業務の範囲については、要求水準

書を参照すること。 

用地の確保 

本市は、本件事業を実施するための用地を確保する。 

生活環境影響調査の実施 

本市は、現段階において生活環境影響調査を実施している。 

なお、事業者は、「生活環境影響調査書」の内容を遵守すること。 

可燃性大型ごみ、不燃性大型ごみ、燃やせないごみの搬入 

本市は、分別に関する指導等の啓発活動を行うとともに、受入対象物を搬入する。 

資源物の資源化 

本市は、本施設において、運営事業者から鉄類やアルミ類を引き受け、民間の再商品化事業

に引き渡し、資源化を行う。なお、資源物の売却収入は、本市の収入とする。 

本件事業のモニタリング 

本市は、設計・建設業務及び運営・維持管理業務の各段階において実施状況の監視を行う。 

住民への対応 

本市は、周辺住民からの意見や苦情に対する対応を事業者と連携して行う。 

本件事業に必要な手続き 

本市は、本件事業に係る循環型社会形成推進交付金の申請手続等を含む行政手続等の対応を

行う。 
 

事業者の収入（本市からの支払分） 

設計・建設業務に係る対価 

本市は、本件事業の設計・建設業務に係る対価について、建設事業者に支払う。 

運営・維持管理業務に係る対価 

本市は、本施設の運営・維持管理業務に係る対価について、固定料金、変動料金（廃棄物搬入

量に応じて変動）の構成で、運営事業者に支払う。なお、物価変動に基づき年 1 回見直しのため

の確認を行い、必要に応じて改定を行う。 
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事業者の募集・選定スケジュール（予定） 

本件事業における事業者の募集・選定スケジュールは、次のとおりとする。 

 

年 月 日 内  容 

令和 5 年 4 月 3 日（月） 入札公告 

令和 5 年 4 月 3 日（月） 

入札説明書等(入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、

様式集、基本協定書(案)及び特定事業契約の契約書(案)、

リスク管理方針書)の公表 

令和 5 年 4 月 10 日（月） 

～4 月 11 日（火） 
入札説明書等に関する説明会及び現地見学会 

令和 5 年 4 月 3 日（月） 

～4 月 17 日（月） 
入札説明書等に関する質問の受付(第 1 回) 

令和 5 年 4 月 28 日（金） 入札説明書等に関する質問の回答(第 1 回) 

令和 5 年 4 月 25 日（火） 

～5 月 9 日（火） 
参加資格審査申請書類の受付 

令和 5 年 5 月 16 日（火） 参加資格審査結果の通知 

令和 5 年 5 月 26 日（金） 対面的対話の実施 

令和 5 年 5 月 29 日（月） 

～6 月 9 日（金） 
入札説明書等に関する質問の受付(第 2 回) 

令和 5 年 6 月 16 日（金） 入札説明書等に関する質問の回答(第 2 回) 

令和 5 年 7 月 24 日（月） 入札提出書類の提出期限 

令和 5 年 9 月下旬 提案書に関するヒアリング及び審査 

令和 5 年 9 月下旬 開札 

令和 5 年 9 月下旬 
審査結果の通知及び結果の公表 

落札者の決定及び公表 

令和 5 年 10 月中旬 基本協定締結 

令和 5 年 11 月下旬 特定事業契約仮契約締結 

令和 6 年 2 月下旬 特定事業契約本契約成立 

 

法令等の遵守 

事業者は、本件事業の実施に当たり、関連する法令、条例、規則、要綱等を遵守するとともに、

各種基準、指針等についても本件事業の要求水準と照らし合わせて適宜参考にすること。 
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第３章 入札参加者に関する条件等 

入札参加者の構成等 

入札参加者の構成等は、次の各号に掲げるとおりとする。 

入札参加者は、構成員と協力企業で構成されるものとする。ただし、入札参加者は、構成員

のみとすることも可能とする。また入札参加者は、参加資格要件を全て満たすことにより 1 者

とすることも可能とする。なお、構成事業者は、ともに参加表明時に企業名を表明しなければ

ならない。 

設計・建設業務において、本市と建設工事請負契約を締結する者は、構成員とならなければ

ならない。なお、複数の企業からなる特定建設工事共同企業体（以下「建設 JV」という。）を組

成することができる。建設 JV となる場合は、建設 JV の代表者は、構成員とならなければなら

ない。また、建設 JV の代表者を除く企業は、構成員または協力企業とならなければならない。 

入札参加者の構成事業者の企業数は任意とするが、構成事業者は本件事業の実施に関して

各々適切な役割を担うものとする。 

入札参加者は、「第３章２（2） 本施設のプラント設備の設計・建設を行う者の要件」の全

ての要件を満たす 1 者を、当該入札参加者を代表する「代表企業」として定めるものとする。

代表企業は構成員とし、運営事業者の 大の出資者（出資割合 50％超）になるものとする。ま

た、設計・建設業務を請け負うにあたり、建設 JV を組成する場合は、代表企業が建設 JV の代

表者になるものとする。なお、当該代表企業が入札手続き等を行うものとする。 

参加表明書提出以降、入札参加者の構成事業者の変更は原則として認めない。ただし、特段

の事情があると本市が認めた場合は、この限りではない。 

入札参加者の構成事業者は、参加表明書提出以降に入札参加者から脱退した場合を含めて、

他の入札参加者の構成事業者となることは認めない。 

入札参加者の構成事業者のいずれかと、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

（昭和 38 年大蔵省令第 59 号）第 8 条第 3 項に規定する親会社及び子会社並びに同規則第 8 条

第 5 項に規定する関連会社に該当する各法人は、他の入札参加者の構成事業者になることはで

きない。 

同一入札参加者が複数の提案を行うことは禁止する。 

 

各業務を行う者の要件 

入札参加者の構成事業者は、本件事業の設計・建設、運営・維持管理の各業務を行う者として、

以下の(1)、(2)及び(3)の各項の要件を満たす企業で構成すること。なお、複数の項の要件を満たす者

は、当該複数の項の業務にあたる者を兼ねることが可能である。 

本施設の建築物の設計・建設を行う者の要件 

本施設の建築物の設計・建設を行う者は構成員又は協力企業とすること。本業務を複数の者で

行う場合は、少なくとも 1 者は次の要件を全て満たすこと。 

建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行

っていること。 

建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 3 条第 1 項の規定による建築一式工事につき特定建設

業の許可を受けていること。 

建築物の建設工事に必要な監理技術者資格者証を有する者を専任で配置できること。当該

技術者は、常勤の自社社員であり、かつ、3 か月以上の直接的な雇用関係があること。なお、

適切な引継ぎを行うとともに、状況に応じた前任者との情報共有や連携を図ることができる

場合に限り、設計時と建設時における監理技術者の変更を認めるものとする。 
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札幌市競争入札参加資格者名簿（工事）に工種「建築」で登録しており、登録の際に客観

的事項について算定された点数が 1,200 点以上であること。なお、名簿に登録されていない

者でこの入札に参加しようとする者は、参加表明書の提出期限日の前日から起算して 10 日前

の日までに、次のとおり申請する必要がある。 

申請先 

札幌市財政局管財部契約管理課（札幌市中央区北 1 条西 2 丁目） 

電話 011-211-2152 

申請に必要な書類の入手方法 

上記(ア)の場所で交付するほか、下記ＵＲＬのホームページからダウンロードできる。 

 http://www.city.sapporo.jp/zaisei/keiyaku-kanri/chosei/toroku/9_wto.html 

 

本施設のプラント設備の設計・建設を行う者の要件 

本施設のプラント設備の設計・建設を行う者は構成員又は協力企業とすること。本業務を複数

の者で行う場合は、少なくとも 1 者は次の要件を全て満たすこと。 

建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 3 条第 1 項の規定による清掃施設工事につき特定建設

業の許可を受けていること。 

建設業法の規定による「清掃施設工事業」に係る監理技術者資格者証を有する者を専任で

配置できること。当該技術者は、常勤の自社社員であり、かつ、3 か月以上の直接的な雇用関

係があること。なお、適切な引継ぎを行うとともに、状況に応じた前任者との情報共有や連

携を図ることができる場合に限り、設計時と建設時における監理技術者の変更を認めるもの

とする。 

札幌市競争入札参加資格者名簿（工事）に工種「機械設備」で登録しており、登録の際に

客観的事項について算定された点数が 1,200 点以上であること。なお、名簿に登録されてい

ない者でこの入札に参加しようとする者は、参加表明書の提出期限日の前日から起算して 10

日前の日までに、（1）エのとおり申請する必要がある。 

参加表明書の提出日において地方公共団体発注の一般廃棄物を対象とした破砕処理施設

（高速回転式破砕機（処理能力 10t/5h 以上）を有する施設）の稼働実績を元請として有する

こと。 

 

本施設の運営・維持管理を行う者の要件 

本施設の運営・維持管理業務の委託を行う者は構成員とすること。本業務を複数の者で行う場

合は、少なくとも 1 者は次の要件を全て満たすこと。 

札幌市競争入札参加資格者名簿（物品・役務）に業種「廃棄物処理業」かつ「建物設備等

保守管理業」で登録されている者であること。なお、名簿に登録されていない者でこの入札

に参加しようとする者は、参加表明書の提出期限日の前日から起算して 10 日前の日までに、

（1）エのとおり申請する必要がある。 

地方公共団体の一般廃棄物処理施設で、平成 24 年 4 月 1 日以降に破砕処理施設（高速回転

式破砕機（処理能力 10t/5h 以上）を有する施設）の 1 年以上の運転管理業務実績を元請（応

募者の構成員が出資した特別目的会社から直接受託したものを含む。）として有すること。 

廃棄物処理施設技術管理者講習（破砕・リサイクル施設）を修了し、破砕処理施設（高速

回転式破砕機（処理能力 10t/5h 以上）を有する施設）の現場総括責任者としての経験を有す

る技術者を本件事業の現場総括責任者として運営開始後に 1 年間以上配置できること。 

 

構成事業者の制限 

次の各号のいずれかに該当する者は、入札参加者の構成事業者となることはできない。 
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地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当する者。 

札幌市競争入札参加資格者名簿に登録されていない者。 

 

札幌市競争入札参加停止等措置要領（平成 14 年 4 月 26 日財政局理事決裁）の規程に基づく

指名停止等の措置を受けている者。 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく罰金刑以上の刑に処せられ、その執行を終わ

り、又は執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過しない者。 

手形交換所において取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が

著しく不健全であると認められる者。 

会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立てがなされている者。

（更生手続開始の決定を受けている者を除く。） 

民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てをなし、又は申立てが

なされている者。（再生手続開始の決定がなされた場合を除く。） 

札幌市暴力団の排除の推進に関する条例（平成 25 年条例第 6 号。以下「条例」という。）に

基づき、次に掲げる者。 

役員等（申請者が個人である場合にはその者を、申請者が法人である場合にはその役員又

はその支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、申請者が団体で

ある場合は代表者、理事等をいう。以下同じ。）が暴力団員（条例第 2 条第 2 号に規定する暴

力団員をいう。以下同じ。）であると認められる者。 

暴力団（条例第 2 条第 1 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実

質的に関与していると認められる者。 

役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者。 

役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的

あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者。 

役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる

者。 

破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づく破産手続開始の申立てをなし、又は申立てがなさ

れている者。 

清算中の株式会社である民間事業者で、会社法に基づく特別清算開始命令がなされた者。 

国税又は地方税を滞納している者。 

本市が本件事業に係るアドバイザリー業務を委託している者及びその者と当該アドバイザリ

ー業務において提携関係にある者、又はこれらの者と資本面若しくは人事面において関連があ

る者。なお、本入札説明書において、「資本面において関連のある者」とは、総株主の議決権の

100 分の 50 を超える議決権を有し、又はその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資を行ってい

る者をいい、「人事面において関連のある者」とは、当該企業の代表権を有している役員を兼ね

ている者をいう。 

本件事業に関し、本市のアドバイザリー業務を行う者及び提携関係にある者は以下のとおり

である。 

株式会社エイト日本技術開発 

豊原総合法律事務所 

ナカオエンジニアリング株式会社 
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参加資格審査 

参加資格確認基準日は、参加資格審査申請書受付 終日とする。この場合において、各証明

書類の有効期限は、参加資格確認基準日から起算して 3 か月以内とする。 

参加資格確認基準日の翌日から入札提出書類提出日までの間に入札参加者の構成事業者が参

加資格を欠いた場合、当該入札参加者は、入札に参加できない。ただし、代表企業以外の構成

事業者が参加資格を欠いた場合で、当該入札参加者が、参加資格を欠いた構成事業者に代わっ

て参加資格を有する構成事業者を補充し、本市が行う参加資格の確認により、参加資格を有す

ることが認められたときは、入札に参加できるものとする。なお、この場合の補充する構成事

業者の参加資格に係る参加資格確認基準日は、当初の構成事業者が参加資格を欠いた日とす

る。 

入札提出書類提出日の翌日から落札者決定日までの間に入札参加者の構成事業者が参加資格

要件を欠いた場合、本市は、当該入札参加者を落札者決定のための審査対象から除外する。た

だし、代表企業以外の構成事業者が参加資格を欠いた場合で、本市と協議の上、本市がやむを

得ない事情であると判断したときは、この限りではない。 

 

運営事業者の設立に関する要件 

落札者の構成員は、特定事業契約の仮契約締結までに運営事業者を設立すること。 

運営事業者は、会社法（平成 17 年法律第 86 号）に規定される株式会社とし、本市内に本店

を置くこと。なお、運営事業者の本店所在地については、運営期間に限り、本施設内に置くこ

とを認めるものとする。 

運営事業者の目的は、本件事業の運営・維持管理業務を実施するもののみであること。 

運営事業者への出資は落札者の構成員全員によるものとし、落札者の構成員以外の者の出資

は認めないものとする。また、構成員のうち、代表企業の出資比率は 50％を超えるものとし、

代表企業の議決権保有割合は、設立時から事業期間を通じて 50％を超えるものとすること。 

全ての出資者は、特定事業契約が終了するまで運営事業者の株式を保有するものとし、本市

の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他一切の処分を行わな

いこと。 

 

予定価格 

本件事業の予定価格は、次の各号に掲げるとおりとする。 

予定価格  

予定価格  ：〔２４，１５６，０００，０００〕円（消費税及び地方消費税額を含む。） 

入札書比較価格 ：〔２１，９６０，０００，０００〕円（消費税及び地方消費税額を含まな

い。） 

なお、予定価格及び入札書比較価格の内訳額は、次のとおりである。 

予定価格を構成する設計・建設業務に係る対価の内訳額（消費税及び地方消費税額を含

む。） 

：〔１４，９４９，０００，０００〕円 

入札書比較価格を構成する設計・建設業務に係る対価の内訳額（消費税及び地方消費税額

を含まない。） 

：〔１３，５９０，０００，０００〕円 

予定価格を構成する運営・維持管理業務に係る対価の内訳額（消費税及び地方消費税額を

含む。） 

：〔９，２０７，０００，０００〕円 
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入札書比較価格を構成する運営・維持管理業務に係る対価の内訳額（消費税及び地方消費

税額を含まない。） 

：〔８，３７０，０００，０００〕円 

 

留意事項 

予定価格及び入札書比較価格は、事業期間中に本市が事業者に支払う設計・建設業務に係

る対価及び運営・維持管理業務に係る対価を単純に合計した金額（現在価値換算前の実額ベ

ース）である。 

予定価格及び入札書比較価格には、特定事業契約に規定する物価変動等に応じた改定は見

込んでいない。 

入札価格が、入札書比較価格を超える場合、本市は入札参加者を失格とする。 

入札価格を構成する設計・建設業務に係る対価は、前号イに示す内訳額を超過することを

認めない。 

入札価格を構成する運営・維持管理業務に係る対価は、前号エに示す内訳額を超過するこ

とを認めない。  
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第４章 事業者の選定 

落札者の決定 

落札者の決定方法 

本件事業は、設計・建設段階から運営・維持管理段階までの各業務を通じて、事業者に効率的

かつ効果的なサービスの提供を求めるものである。したがって、落札者の決定方法については、

入札価格のほか、設計・建設及び運営・維持管理の提案内容、本市の要求水準との適合性、事業

計画の妥当性、実行性等の各面から総合的に評価する方式（総合評価一般競争入札）を採用する。 

予定価格の制限の範囲内で、入札説明書等で指定する性能等の要求水準を満たしている提案を

した入札参加者の中から、前述の方式をもって落札者を決定する。 

落札者決定に当たっての基準等は、落札者決定基準による。 

  

提案書の審査 

入札参加者から提出された提案書は、学識経験者等で構成される「白石破砕工場更新事業者選

定委員会」において審査を行い、 優秀提案者を選定する。委員会は、次の 6 名で構成される。 

 

 
髙
タカ

橋
ハシ

 英明
ヒデアキ

 
北海道立総合研究機構 

エネルギー・環境・地質研究所 環境保全部 専門研究員 

 
田部
タ ベ

 豊
ユタカ

 北海道大学大学院 教授 

 
黄
ファン

 仁
イン

姫
ヒー

 北海道大学大学院 准教授 

○ 藤原
フジワラ

 周史
シュウジ

 一般財団法人日本環境衛生センター 部長 

 山内
ヤマウチ

 仙
ヒサ

才
トシ

 まちづくり政策局政策企画部 プロジェクト担当部長 

◎ 吉田
ヨ シ ダ

 英樹
ヒ デ キ

 室蘭工業大学大学院 准教授 

※ ◎：委員長、○：副委員長                    （五十音順） 

 

なお、本件事業の落札者決定までの間に、本入札に関して、入札参加者やそれと同一と判断さ

れる団体等が、委員会委員に面談を求めたり、入札参加者の PR 書類等を提出することにより、

自己を有利に、又は他の入札参加者を不利にするように働きかけを行った場合は失格とする。 

 

落札者の決定 

委員会による 優秀提案者選定結果を踏まえて、本市が落札者を決定する。 

 

入札結果の通知及び公表 

入札結果は、落札者決定後、速やかに入札参加者に対して通知するとともに、本市ホームペー

ジにおいて公表する。 

なお、客観的な評価の結果については、落札者との基本協定締結後に公表する。 

 

契約手続等 

基本協定の締結等 

落札者と本市は、特定事業契約の締結に関して、双方合意のもと、速やかに基本協定を締結す
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るとともに、基本契約書（案）、建設工事請負契約書（案）及び運営・維持管理業務委託契約書（案）

に基づき契約手続きを行う。 

 

運営事業者の設立 

落札者は、基本協定締結後速やかに、「第３章 ５ 運営事業者の設立に関する要件」に規定す

る運営事業者を設立すること。 

 

契約の締結 

本市は、事業者と基本契約、建設事業者と建設工事請負契約及び運営事業者と運営・維持管理

業務委託契約を締結する。 

特定事業契約は、本市議会において、建設工事請負契約の議決が得られたとき、効力を生じる

ものとする。 

なお、本件事業に係る建設工事請負契約の締結について、札幌市議会の議決を得られなかった

場合は、無効とする。 

 

契約を締結しない場合 

落札者決定日の翌日から建設工事請負契約の締結の承認に係る議会の議決日までの間に、落札

者の構成事業者が次のいずれかに該当する場合、本市は、落札者に書面で通知することにより、

特定事業契約について、締結しないことができるものとする。この場合において、落札者は、本

市の請求に基づき、本件事業の落札金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の 10 分の 1 に

相当する金額の違約金を本市に支払う義務を連帯して負担する。なお、当該違約金の定めは、損

害賠償額の予定ではなく、債務不履行により本市が被った損害のうち、当該違約金により填補さ

れないものがあるときは、その部分について本市が落札者に対して損害賠償の請求を行うことを

妨げないものとする。この場合、落札者の損害賠償債務も連帯債務となるものとする。 

不公正入札 

公正取引委員会が、落札者に違反行為があったとして、私的独占の禁止及び公正取引の

確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。）第 49 条に規定

する排除措置命令（当該排除措置命令がされなかった場合にあっては、独占禁止法第 62

条第１項に規定する納付命令。以下同じ。）を行ったとき。 

落札者が、公正取引委員会が落札者に違反行為があったとして行った独占禁止法第 76

条に規定する排除措置命令等に対し、行政事件訴訟法（昭和 37 年法律第 139 号）第３条

第１項に規定する抗告訴訟を提起し、その訴えについて却下又は請求棄却の判決が確定し

たとき。 

落札者（落札者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）が刑法（明治 40

年法律第 45 号）第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第１項の罪を犯

し、その刑が確定したとき。 

反社会的勢力の使用等 

役員等（その法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表するものをいう。以下本項

において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77

号。以下「暴力団対策法」という。その後の改正を含む。）第 2 条第 6 号に規定する暴力

団員（以下この項において「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

暴力団（暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この項において同

じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える

目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 
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役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接

的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められると

き。 

役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる

とき。 

再委託契約、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他本件事業に関連する契約の締

結に当たり、その相手方が(ア)から(オ)までのいずれかに該当することを知りながら、当

該者と契約を締結したと認められるとき。 

落札者の構成事業者が、(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者を再委託契約、下請

契約又は資材、原材料の購入契約その他本件事業に関連する契約の相手方としていた場合

（(カ)に該当する場合を除く。）に、本市が落札者に対して当該契約の解除を求め、落札

者がこれに従わなかったとき。 

その他落札者の責による場合 

正当な埋由なく、特定事業契約締結に向けた発注者との協議に着手しないとき。 

落札者の自らの都合により特定事業契約を締結しないことを申し出たとき。 

その他、発注者の入札参加停止措置を受けたとき。 

留意事項 

上記アからウにより特定事業契約に関し、本契約として成立させない場合、本市は、落札者

に対して一切の費用負担を負わないものとする。この場合、本市は、委員会での総合評価値の

高い者から順に契約交渉を行い、合意に達したとき、随意契約により契約を締結することがで

きる。ただし、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、当初の

競争入札に付するときに定めた条件を変更することができないものとする。 

 

費用の負担 

契約書の作成に係る落札者側の弁護士費用、印紙代等、特定事業契約の契約書の作成に要する

費用は、事業者の負担とする。 

 

契約保証金 

設計・建設業務における保証 

建設事業者は、建設工事請負契約に定める契約金額の 10 分の 1 以上の額を契約保証金とし

て特定事業契約締結日までに納付するものとする。 

なお、契約保証金の納付に代えることができる担保については、建設工事請負契約書（案）

を参照のこと。 

 

運営・維持管理業務における保証 

運営事業者は、運営・維持管理期間における各事業年度に関し、運営・維持管理業務委託料

総額の 240 分の 12 の 10 分の 1 以上に相当する金額を当該事業年度の開始日までに、契約保証

金として納付するものとする。 

なお、契約保証金の納付に代えることができる担保については、運営・維持管理業務委託契

約書（案）を参照のこと。 
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第５章 入札の手続等 

入札の手続 

入札公告及び入札説明書等の公表 

本市は、令和 5 年 4 月 3 日（月）に入札公告し、同日から入札説明書等を本市ホームページに

おいて公表する。 

また、生活環境影響調査書は、本市ホームページにてダウンロードするものとする。 

 

入札説明書等に関する説明会及び現地見学会 

入札説明書等に関する説明会及び現地見学会を、令和 5 年 4 月 10 日（月）から同年 5 年 4 月

11 日（火）まで開催する。 

入札説明書等に関する説明会及び現地見学会への参加を希望する者は、「入札説明書等に関す

る説明会及び現地見学会への参加申込書」（様式第 2 号-1）に必要事項を記入の上、「入札説明書

等に関する説明会及び現地見学会に係る誓約書」（様式第 2 号-2）と併せて、令和 5 年 4 月 6 日

（木）午後 3 時までに電子メールにより本市に提出すること。 

入札説明書等に関する説明会及び現地見学会への参加人数は、10 名以内とする。電話やファク

シミリ、口頭による申込みは受け付けない。本市は、電子メールにより、入札説明書等に関する

説明会及び現地見学会の日時を各提出者へ返信する。 

申込みの状況によっては、本市は、日程の調整を行うことがある。なお、入札説明書等に関す

る説明会及び現地見学会当日、本件事業に関する質問は受け付けない。 

なお、新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、実施方法を変更する場合がある。 

 

入札説明書等に関する質問受付 

入札説明書等に関する質問を、次のとおり受け付ける。 

提出方法 

入札説明書等に関する質問がある場合は、「入札説明書等に関する質問書」（様式第 1 号）に

必要事項を記入の上、電子メールにより事務局に提出すること。電話等による質問は受け付け

ない。 

なお、文書形式は、Microsoft Excel（windows 版）とすること。 

本市は、当該質問書を受領したことを確認するため、電子メールにより、本市の受信確認通

知を各提出者へ返信する。 

受信確認の通知が無い場合は、事務局へ必ず電話確認を行うこと。 

受付期間 

(a) 第 1 回：令和 5 年 4 月 3 日（月）から同年 4 月 17 日（月）午後 3 時まで 

(b) 第 2 回：令和 5 年 5 月 29 日（月）から同年 6 月 9 日（金）午後 3 時まで 

なお、第 2 回の質問については、「第５章 １ (6) 参加資格審査結果の通知」の参加資格審査

により参加資格を有すると認められた入札参加者の代表企業のみ質問を提出することができ

るものとする。 

 

入札説明書等に関する質問への回答書の公表 

入札説明書等に関する第 1 回質問への回答は同年 4 月 28 日（金）に、第 2 回質問への回答は同

年 6 月 16 日（金）に本市ホームページにおいて公表する。電話等による問合せには応じない。な

お、本件事業に直接関係するもののみ回答を行うものとし、全ての質疑に回答するものではない。 

 

参加資格審査申請書類の提出 
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入札参加希望者は、次により参加資格審査の申請を行わなければならない。期限までに参加資

格審査申請書類を提出しない者及び参加資格がないと認められた者は、入札に参加することがで

きない。 

提出書類 

「第６章 提出書類」に示すとおりとする。 

提出方法 

持参によるものとし、郵送等は認めない。 

なお、提出に際しては、事務局に電話にて事前連絡を行うこと。 

受付場所 

事務局 

受付期間 

令和 5 年 4 月 25 日（火）から同年 5 月 9 日（火）までの午前 9 時から午後 5 時まで（令和

5 年 5 月 9 日（火）については午後 3 時まで）とする。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝

日に関する法律に規定する休日を除く。 

 

参加資格審査結果の通知 

参加資格審査結果は、参加資格審査申請を行った入札参加希望者の代表企業に対して、令和 5

年 5 月 16 日（火）付（予定）で郵送により通知する。 

また、この段階では、参加資格を有すると認められた者の企業名及び企業数等については公表

しない（審査講評公表時に公表する。）。 

なお、参加資格を有すると認められた者を対象に「用地測量に関する資料」を提供するととも

に、「市有施設の総合耐震計画及び耐震診断・改修要領」の貸与を行う。「市有施設の総合耐震計

画及び耐震診断・改修要領」の貸与に関する手続きは、別途通知する。 

 

参加資格がないと認められた者に対する理由の説明 

参加資格審査結果の通知により、参加資格がないと認められた入札参加希望者は、本市に対し

て、令和 5 年 5 月 23 日（火）（消印有効）までに参加資格がないと認めた理由を問う書面（様式

自由。ただし、代表企業の代表者印を要する。）を郵送にて提出することにより、説明を求めるこ

とができる。 

本市は、説明を求められたときは、説明を求めた入札参加希望者の代表企業に対して、速やか

に郵送により書面にて回答する。 

 

対面的対話の実施 

入札参加者は、令和 5 年 5 月 26 日（金）に、以下のとおり、希望により本市と個別に対面的対

話を行うことができる。 

なお、対面的対話の参加を希望する者は、令和 5 年 5 月 19 日（金）午後 3 時までに「対面的対

話への参加申込書」（様式第 11 号-1）に必要事項を記入の上、「第５章 １ (13) 事務局」に電子

メールで申し込むこと。 

対面的対話の時間は 90 分程度とし、日時、場所や提出資料等の詳細を実施要領としてとりまと

め別途入札参加者の代表企業に通知する。 

【対面的対話の実施方法】 

ア  対面的対話の参加希望者は、「対面的対話における確認事項」（様式第 11 号-2）を記入の上、

様式第 11 号-1 の提出時に併せて、電子メールにより提出すること。 
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イ  事前提出を受けた様式第 11 号-2 に基づき、本市と入札参加者の対話を行う。対面的対話で

は、入札説明書等の内容についての確認を中心とし、入札参加者の提案自体に対する助言及び

評価は行わない。 

ウ  事業者選定の公平性を確保する観点から、対話の内容は、対話終了後、1 週間程度を目途と

して、入札参加者に送付する。 

 なお、入札参加者固有のノウハウに基づく部分については、入札参加者に対して個別に送付

する。 

 

入札の辞退 

入札参加者が、入札を辞退する場合は、入札提出書類提出期限までに、「入札辞退届」（様式第

10 号）を提出すること。 

 

入札提出書類の提出 

入札参加者の代表企業は、事務局へ、「第６章 提出書類」に示す入札提出書類を次のとおり提

出すること。 

受付期間 

令和 5 年 7 月 10 日（月）から同年 7 月 24 日（月）までの午前 9 時から午後 5 時まで（同年

7 月 24 日（月）については午後 3 時まで）とする。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に

関する法律に規定する休日を除く。 

提出方法 

持参によるものとし、郵送等は認めない。 

なお、提出に際しては、事務局に電話にて事前連絡をすること。 

 

提案書に関するヒアリング 

委員会は、本市において、入札参加者に対し、次のとおりヒアリングを行う。 

なお、日時や場所、実施方法等の詳細は、各入札参加者の代表企業に対し、書面にて事前に別

途通知する。 

開催日時 

令和 5 年 9 月下旬（予定） 

実施方法 

ヒアリングは、入札参加者毎に行い、順番は提案書の受付順とする。時間は、1 入札参加者

につき 90 分程度（入札参加者によるプレゼンテーション 30 分、質疑応答 60 分）を想定する。 

 

開札 

入札書の開札は、本市において、次のとおり行う。なお、日時や場所等の詳細を決定次第、各

入札参加者の代表企業に本市より通知する。 

日時 

 令和 5 年 9 月下旬（予定） 

開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行う。立会いを行う者は、各入札参加

者で１名とする。また、代理人が開札に立ち会う場合、「委任状（開札の立会い）」（様式第 18

号）を当日持参すること。 

入札参加者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない本市職

員を立ち会わせて行う。 
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開札場には、入札参加者、その代理人又はウの立会職員及び入札事務に関係のある本市職

員（以下「入札関係職員」という。）、及び白石破砕工場更新事業者選定委員会以外の者は、

入場することができない。 

入札参加者又はその代理人は、開札開始時刻後においては、開札場に入場することができ

ない。 

入札参加者又はその代理人が開札場に入場しようとするときは、入札関係職員に身分証明

書を提示しなければならない。代理人は、開札に関する委任状をもって、身分証明書に替え

ることとする。 

入札参加者又はその代理人は、入札関係職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合

を除き、開札場を退場することができない。 

開札場において、次のいずれかに該当する者は、当該開札場から退去させる。 

公正な執行を妨げようとした者 

公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者 

開札においては、入札価格が予定価格の範囲内であるか否かの確認を行う。当該範囲内の

入札書を提出した者がいないときは、入札の執行を取りやめる。 

 

事務局 

本件事業の事務局は次のとおりである。 

 

事 務 局 ： 札幌市環境局 環境事業部 施設管理課 

所 在 地 ： 〒060-8611 札幌市中央区北 1 条西 2 丁目 

Ｔ Ｅ Ｌ ： 011-211-2922 

電 子 メ ー ル ： seiso-shisetsukensetsu@city.sapporo.jp 

ホームページ ： http://www.city.sapporo.jp 

 

入札参加に関する留意事項 

公正な入札の確保 

入札参加者は、独占禁止法等に抵触することのないように留意すること。また、入札参加者は、

本入札説明書に定めるもののほか、関係法令を遵守すること。 

 

入札提出書類の差替え等の禁止 

入札参加者は、提出期限後における入札提出書類の差換え及び再提出をすることができない。 

 

入札の延期等 

本市は、競争性を確保し得ないと認めたときは、入札の執行を延期し、中止し、又は取り消す

ことができる。 

 

入札の無効 

次のいずれかに該当する入札書は無効とする。 

入札説明書に示す参加資格のない者のした入札 

入札書に入札価格の記載がないもの、入札書の入札価格を訂正したもの、入札書に入札者

の記名押印がないもの又は入札書中の文字等が不明で判読しにくいもの 

民法（明治 29 年法律第 89 号）第 95 条に規定する錯誤の入札と認めた入札 

入札書の工事名、工事場所のいずれかが入札公告と一致しない入札書 
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入札書の工事名、工事場所、商号又は名称のいずれかが記載されていない入札書 

同一人物がした 2 通以上の入札書 

参加資格審査申請書類、入札提出書類等に虚偽の記載をした者のした入札書 

入札参加者が連合して入札した入札書 

本入札に際し不正の行為があったと認められるもの 

その他入札に関する条件に違反した入札書 

 

費用の負担 

入札に関して入札参加者が要する費用は、それぞれの入札参加者の負担とする。 

 

入札提出書類の取扱い 

著作権 

入札提出書類の著作権は、入札参加者に帰属する。 

特許権等 

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づいて保

護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用した結

果生じた責任は、原則として入札参加者が負う。 

入札提出書類の使用等 

提出された入札提出書類は、事業者の選定に関わる公表等以外に入札参加者に無断で使用し

ない（使用する場合は、事前に各入札参加者に確認する。）。公表、展示その他本市が本件事業

に関し必要と認める用途に用いる場合は、本市は、これを無償で使用することができるものと

する。 

なお、提出された入札提出書類は返却しない。 

 

本市の提供する資料の取扱い 

入札参加者（入札までに辞退した者を含む。）は、本市が提供する資料を本入札に係る検討以外

の目的で使用することはできない。 

 

入札保証金 

入札保証金は免除する。なお、落札者となった場合において、正当な理由がなく基本協定を締

結しないときは、落札金額の 100 分の 3 に相当する額の違約金を徴収できるものとする。 

 

その他 

入札参加者が１者であった場合も、落札者決定基準に従い、入札提出書類の審査を行う。 

入札説明書に定めるもののほか、入札に当たって必要な事項が生じた場合は、参加資格審

査結果の通知前においては本市ホームページにて公表するため、適宜、ホームページの確認

をすること。また、参加資格審査結果の通知後においては入札参加者の代表企業に通知す

る。 

本市が提示する資料及び回答書は、入札説明書等と一体のものとして、同等の効力を有す

るものとする。 
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第６章 提出書類 

参加資格審査申請書類 

参加資格審査申請を行う入札参加予定者は、次の提出書類をまとめて１部提出すること。 

参加表明書       （様式第 3 号） 

構成員及び協力企業一覧表      （様式第 4 号） 

予定する建設事業者の構成（建設 JV の場合）   （様式第 5 号） 

参加資格審査申請書      （様式第 6 号） 

委任状（代表企業）      （様式第 7 号） 

委任状（代理人）       （様式第 8 号） 

参加資格審査申請書添付書類     （様式第 9 号） 

 

入札辞退時の提出書類 

入札辞退時は、次の書類を 1 部提出すること。 

入札辞退届       （様式第 10 号） 

 

入札提出書類 

入札時は、次の提出書類を指定の部数提出すること。 

 

提出書類 部数 

入札提出書類提出届及び要求水準に関する誓約書 各 1 部 

入札書  1 部 

提案書  

提案図書 

設計・建設業務及び運営・維持管理

業務に関する提案書 

各 11 部 

（正本 1 部、副本 10 部） 

事業計画に関する提案書 

施設計画図書  

添付資料  

提案図書概要版 

提案書の電子データ 

（正本及び副本それぞれのデータを含むものとする。） 

CD-R で 3 部 

 

対面的対話への参加申込書       

対面的対話への参加申込書     （様式第 11 号-1） 

対面的対話における確認事項     （様式第 11 号-2） 

入札提出書類提出届等 

入札提出書類提出届      （様式第 12 号） 

要求水準に関する誓約書      （様式第 13 号） 

入札書        （様式第 14 号） 

白石破砕工場更新事業提案書     （様式第 15 号） 

施設計画図書 

施設概要（施設面積、主要施設の仕様等、施設計画の概要を整理すること。） 

設計基本数値 

施設計画基本数値 
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a 物質収支 

b 用役収支 

 電 力：設備動力（プラント、建築設備、照明設備等）、使用電力、料金等の各項 

        目を明らかにすること。 

 給排水：プラント用、生活用について日使用量・日排水量を明らかにすること。 

 油脂類：プラントで使用する油脂類の年間使用量を明らかにすること。 

主要施設（機器）設計計算書 

a ヤード・保管設備の面積及び容量 

b ホッパ容量 

c コンベヤ能力 

d 選別機能力 

e 送風機関係の能力 

f 破砕機能力 

g 搬出設備の貯留容量 

h その他主要機器の容量及び能力計算 

i 負荷リスト（非常用電源負荷を明らかにすること。） 

j 処理不適物（破砕困難物）リスト 

k 防爆及び爆発時の対策 

 図面【縮尺は、特に指定がある場合を除き、入札参加者にて見やすい縮尺に設定するこ

と。作成対象は、破砕施設、計量棟、その他建築物とする。】 

全体配置図（車両、歩行者動線及び地上部緑化計画を含む）【A3 横】 

建物立面図【A3 横】 

各階機器配置図（主要機器の名称を記載すること。）【A3 横】 

機器配置断面図（縦断、横断図）【Ａ3 横】 

点検動線計画図（主要機器の名称記載）【A3 横】 

主要機器組立図【A3 横】 

フローシート【A3 横】 

a 対象廃棄物並びにその生成物及び副産物 

b 給水（上水、再利用、水冷却水及び雨水） 

c 排水（ごみピット排水、プラント排水、生活排水、下水道排水等） 

d 蒸気及び復水 

e 燃料 

f 油圧及び圧縮空気 

g 脱臭及び消臭 

h 計装設備（他のフローシートとの兼用も可） 

i 建築設備（空調、換気、給排水、電話、給湯、放送設備、火報等） 

j 情報処理システム 

電気設備主回路単線系統図【A3 横】 

建築一般図（各階平面図及び断面図）【A3 横】 

建築仕上げ表 

その他提案する構造物等に関する図面【A3 横】 

建築面積表（各階床面積及び各室床面積を明記すること。） 

鳥瞰図【A3 横、2 地点からの眺望】 

 工事関係 

全体工事工程【A3 横】 
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添付資料        （様式第 16 号） 

その他要求水準に示す性能・機能を確認できる資料（運営を含む。）及び提案等の内容が確認で

きる資料（運営・維持管理業務を含む。）がある場合には、必要 小限の資料の提出を認めるもの

とし、添付資料にて取りまとめること。 

提案書概要版       （様式第 17 号） 
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第７章 提出書類作成要領 

一般的事項 

各提出書類を作成するに当たっては、次の事項に留意すること。 

使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。単位は、計量法（平成 4 年法律第

51 号）に定めるものところによるものとする。 

 また、原則として横書きで記述する。 

様式集の各様式に記載されている指示に従うこと。 

 

参加資格審査申請時の提出書類 

参加資格審査申請時の提出書類を作成するに当たっては、参加資格審査申請書（様式第 6 号）を

表紙として、提出書類を所定の順番でまとめ、A4 版・縦・左綴じとして 1 部提出すること。 

 

入札書 

入札書を作成するに当たっては、次の事項に留意すること。 

入札書（様式第 14 号）は、封筒（入札説明書 別紙 2 参照）に入れ、封かんして提出するこ

と。なお、様式第 14 号別紙 1、別紙 2 及び別紙 3 については、入札書の提出と同時に、入札書

と別に封印して提出すること（入札説明書 別紙 2 参照）。 

入札価格は、事業期間にわたる設計・建設業務に係る対価及び運営・維持管理業務に係る対

価を単純に合計した金額（現在価値換算前の実額ベース）とし、「入札説明書 別紙 3 本件事

業において本市が事業者に支払う対価について」に基づいて算定すること。また、特定事業契

約に規定する物価変動等に応じた改定は見込まないこと。 

入札価格には、消費税及び地方消費税を加えないこと。 

事業計画に関する提案書との整合性を確保すること。 

 

提案書 

提案書を作成するに当たっては、次の事項に留意すること。 

提案図書は、様式毎に様式集に示す所定のページ数とし、様式集の順番で 1 冊にまとめ、「設

計・建設業務及び運営・維持管理業務に関する提案書」、「事業計画に関する提案書」を A4 版

（A3 版書類については A4 版に折込み）・縦・横書き・片面・左綴じとして、各 11 部提出するこ

と。 

 文字サイズは 11 ポイント以上（図表は含めない）とすること。提案図書には、各ページの下

中央に通し番号（1/●～●/●）をふり、本市から送付された参加資格審査結果通知書に記載さ

れた「受付グループ名」を右下欄に記入する。 

 

施設計画図書は、「入札説明書 第６章 ３ (5) 施設計画図書」に記載した順番で 1 冊に

まとめ、A4 版（A3 版書類については A4 版に折込み）・縦・横書き・片面・左綴じとして、各 11

部提出すること。 

 施設計画図書には、各ページの下中央に通し番号（1/●～●/●）をふり、本市から送付され

た参加資格審査結果通知書に記載された「受付グループ名」を右下欄に記入する。また、施設

計画図面については次のとおりとする。 

図面は、JIS の建築製図通則に従って作成すること。 

右下に図面名称及び本市から送付された参加資格審査結果通知書に記載された「受付グル

ープ名」を記入する。 
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添付資料は、様式集の順番（各添付資料の該当する様式が分かるようにまとめること。）で１

冊にまとめ、A4 版（A3 版書類については A4 版に折込み）・縦・横書き・片面・左綴じとして、

各 11 部提出すること。添付資料には各ページの下中央に通し番号（1/●～●/●）をふり、様

式第 17 号（添付資料の表紙）には、本市から送付された参加資格審査結果通知書に記載された

「受付グループ名」を右下欄に記入する。 

 

提案書のうち文章で記載するものについては、図表、絵、写真等を使用してよい。また、着

色は自由とする。 

 

ロゴマークの使用を含めて、構成事業者かどうかにかかわらず、企業名がわかる記述を避け

ること。ただし、提案書のうちの正本 1 部については、表紙及び表紙以外の各様式において企

業名を明らかにすること（正本に構成事業者の凡例をつける対応も可とする）。 

 

各様式の記載事項については、様式間の不整合がないよう留意すること。 

 

本市に提出する提案書の電子データは、基本的には Microsoft Word（windows 版とし、バー

ジョンは 2016 以後とする。）及び Microsoft Excel（windows 版とし、バージョンは 2016 以後

とする。）を使用すること。なお、図等を文書に貼り付ける場合は、上記ソフト以外のものを使

用してもよい。 

 

留意事項 

入札提出書類の作成に当たっては、次の条件を踏まえること。 

リスク管理の方針 

基本的考え方 

本件事業の実施における責任は、原則として事業者が負う。ただし、本市が責任を負うべき

合理的な理由がある事項については、事業者と別途協議の上、本市が応分の責任を分担する。 

リスク分担 

予想されるリスク及び本市と事業者との責任分担は、「リスク管理方針書」の考え方に基づ

くものとし、責任分担の程度や具体的な内容については、特定事業契約で定める。 

 

保険 

本市は、災害等に備えて、本施設の災害等による損害を担保する目的で、建物総合損害共

済（公益社団法人全国市有物件災害共済会）に加入する予定である。 

 なお、事業者の責めに帰すべき事由によって損害が生じた場合であっても、本市が加入す

る保険にて保険金が填補された場合は、本市が事業者に対して行う損害賠償請求の金額から

その分を控除するものとする。 

事業者の帰責事由によって損害が生じた場合には、本市は事業者に対して損害賠償請求権

を有する。ただし、事業者を付保する保険金により填補された部分は控除されるものとす

る。 

事業者は労働者災害補償保険、第三者賠償保険及びその他必要な保険に加入すること。 

 

要求水準書範囲外の提案について 

要求水準書に規定されている内容（業務範囲及び仕様）以外の提案については、予め入札説明

書等に関する質問（第 1 回又は第 2 回）及び対面的対話において、本市に確認し、了解を得たも

のに限り有効とする。 
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本市の了解を得ずに提案を行った場合は、落札者決定基準に示す基礎審査において、失格とす

る場合があるので注意すること。 

なお、質問回答は本市ホームページにおいて公表するが、このうち質問内容が入札参加者のノ

ウハウに関する場合には、個別に回答するものとする。 

 

光熱水費の算定について 

本市は、運営事業者に対し白石清掃工場より、本施設で使用する電力及び用水（上水、温水等）

等を供給する。 

入札参加者は、下に示す条件により、光熱水費を見込むこと。 

電力 

電力は白石清掃工場より供給する。契約料の負担は必要としないが、使用量については北海

道電力株式会社の従量料金単価に従って算出した使用料を本市に支払うものとする。 

なお、提案にあたっての従量料金単価は 33.00 円／kWh とすること。 

用水（上水、温水等） 

用水（上水、温水等）及び蒸気は白石清掃工場より供給する。費用負担は必要としない。 

なお、温水のうち建築設備用の 大使用可能量は 3m3/h、蒸気の 大使用可能量は蒸気防爆

用と建築設備用の合計で 2t/h 程度である。 

排水 

プラント排水、生活排水は白石清掃工場に送水する。下水放流に係る契約料、使用量の負担

は必要としない。 

 

業務の委託 

事業者は、本業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、

事業者があらかじめ書面により、本業務の一部について、第三者に委託し、又は請け負わせるこ

とについて、本市の承諾を得た場合はこの限りでない。 

 

雇用等への配慮 

雇用については、地元雇用に配慮すること。 

関係法令等に基づく雇用基準等を遵守すること。 

下請人等を選定する際は、本市内に本店（建設業法に規定する主たる営業所を含む。）を有

する者の中から選定するよう努めなければならない。 

資機材等の調達、納品等においても、積極的に本市内に本店を有する企業を活用するよう

努めなければならない。 

 

事業の継続が困難となった場合の措置 

事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合 

事業者の提供するサービスが、特定事業契約で定める事業者の責めに帰すべき事由によ

り債務不履行又はその懸念が生じた場合、本市は、事業者に対して、是正勧告を行い、一

定期間内に改善策の実施を求めることができる。事業者が当該期間内に改善することがで

きなかったときは、本市は、特定事業契約を解除することができる。 

事業者が倒産し、又は事業者の財務状況が著しく悪化し、その結果、特定事業契約に基

づく事業の継続的履行が困難と合理的に考えられる場合、本市は特定事業契約を解除する

ことができる。 

(ア)及び(イ)により本市が特定事業契約を解除した場合、事業者は、本市に生じた損害

を賠償しなければならない。 
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本市の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合 

本市の責めに帰すべき事由に基づく債務不履行により事業の継続が困難となった場合、

事業者は特定事業契約を解除することができる。 

(ア)により事業者が特定事業契約を解除した場合、本市は、事業者に生じた損害を賠償

する。 

当事者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合 

不可抗力その他本市又は事業者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難

となった場合、本市及び事業者は、事業継続の可否について協議する。なお、一定の期間内に

協議が整わないときは、それぞれの相手方に事前に書面によるその旨の通知をすることにより、

本市及び事業者は、特定事業契約を解除することができる。 

その他 

その他、事業の継続が困難となった場合の措置の詳細は、特定事業契約に定める。 

 

本市による本件事業の実施状況のモニタリング 

本市は、事業者が実施する実施状況が要求水準及び特定事業契約の内容を満たしているかを確

認するため、本件事業のモニタリングを行う（入札説明書 別紙 4 参照）。 
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第８章 その他 

必要事項等の追加 

本入札説明書に定めることの他、入札の実施に当たって必要な事項が生じた場合には、参加資格

審査結果の通知前においては本市ホームページにおいて公表するため、適宜、本市ホームページに

おいて確認すること。また、参加資格審査結果の通知後においては代表企業に通知する。 

 

情報提供 

情報提供は、適宜、本市ホームページ等を通じて行う。 
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別紙１ 本件事業の事業スキームの概要 

 

 

  

プラント設計・建設企業

構成員

特別目的会社
（ＳＰＣ）

（運営事業者）

出資

配当

建設工事請負契約

基本契約

運営・維持管理業務
委託契約

特定事業契約

設計企業

建設企業

協力企業

落札者
（構成事業者）

建設事業者

札幌市

国

財政投融資等

交付金

起債

ごみ処理手数料
収入

運営・維持管理企業

建築物設計・建設企業

事業者
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別紙２ 入札書等の提出用封筒作成要領 

 

入札書の提出用封筒について 

 

その他 

・ 縦書きも可とする。 

・ 表面の「入札書在中及び入札書等在中」は朱書きとする。 

・ 中封筒には、入札書（様式第 14 号）を入れて封かんすること。 

・ 外封筒には、入札書を封入した中封筒及び入札価格参考資料（様式第 14 号別紙 1、別紙

2、別紙 3）を入れて封かんすること。 

  

札幌市長 秋元 克広 あて

入 札 書 在 中

白 石 破 砕 工 場 更 新 事 業事 業 名

○○○○グループ

代表企業
住所□□□□□
□□□株式会社

中封筒 ： 表

外封筒 ： 表

白 石 破 砕 工 場 更 新 事 業事 業 名

○○○○グループ

代表企業
住所□□□□□
□□□株式会社

入 札 書 等 在 中

札幌市長 秋元 克広 あて
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別紙３ 本件事業において本市が事業者に支払う対価について 

 

対価の構成 

本件事業において本市が事業者に支払う対価の構成は、次のとおりである。 

対価の構成 対象業務 

設計・建設業務に係る対価 
①設計業務 
②建設業務 
③その他上記項目の関連業務を含む 

運営・維持管理業務に係る対価 
①破砕施設の運営・維持管理業務 
②その他上記項目の関連業務を含む 

 

対価の算定方法 

設計・建設業務に係る対価 

区 分 支払の対象となる費用 対価の算定方法 

設計・建設業務
に係る対価 

①設計業務費用 
②建設業務費用 
③その他費用 

■設計・建設業務に係る対価 
 ＝左欄支払の対象となる費用の合計 
■本市の示す交付金年度計画に対する出来高か

ら算定する。 

 

運営・維持管理業務に係る対価 

区 分 支払の対象となる費用 対価の算定方法※1 

運営・維持管理
業務委託料A 

①変動費用 
・燃料費 
・薬剤費 
・電力使用料 
・その他費用（一般廃棄物等の処

理量に応じて増減する費用で、
合理的な説明を付すことによ
り事業者が提案できる。） 

■ 各支払期の支払金額 
＝ 各支払期の処理量（実績値）※2 

× 提案単価（円/t） 
※入札価格の算定に当たっては、各年度の業務

委託料Ａは、 
＝ 各年度処理量（計画値）×提案単価（円/t）

とする。なお、各年度処理量（計画値）につ
いては、要求水準書を参照すること。 

運営・維持管理
業務委託料B 

①固定費用 
・人件費 
・維持管理費（補修費用を除く。） 
・その他費用（ＳＰＣ経費等） 

■ 各支払期の支払金額 
＝［左欄対象費用の運営・維持管理期間中の費

用の合計金額] 
÷支払回数（12 回/年×20 年） 

②補修費用  

■ 補修費用は各年度の補修計画に合わせた金
額とし、支払金額が変動することは認めるが、
支払金額の平準化について、一定の配慮をす
ること。 

※１ 各支払い時期の業務委託料は、1 円未満を切り捨てるものとする。 

※２ 「各支払期の処理量(実績値)」の単位は(t)とし、小数点以下第 3 位(１kg 単位)までを有効桁数とする。 

 

対価の支払方法 

設計・建設業務に係る対価 

建設工事請負契約による。 

各会計年度における設計・建設業務に係る対価の支払限度額の割合 

各会計年度の支払限度額及び完成、出来形部分の予定額は、契約書作成時に通知する。 
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運営・維持管理業務に係る対価 

支払回数 

業務委託料 A（①変動費用）： 240 回（20 年間×年 12 回） 

業務委託料 B（①固定費用）： 240 回（20 年間×年 12 回） 

業務委託料 B（②補修費用）： 40 回（20 年間×年 2 回） 

※ 業務委託料は、令和 10 年度以降の支払となる。 

支払方法 

本市は、本施設の引渡し後、運営・維持管理業務委託契約書の規定に従い、毎月の月報

を受領した日から 10 日以内に事業者に対して業務確認結果を通知する。事業者は、当該

通知に従い、直前の 1 か月に相当する業務委託料に係る請求書を速やかに本市に提出す

る。本市は、請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対して当該業務委託料を支払

う。ただし、本市は、モニタリングを行った結果、是正勧告を行うに至った場合には、当

該是正勧告の対象となる事象が解消される日まで該当する期間にかかる業務委託料の支払

を留保することができるものとする。この場合、事業者は、改善確認の通知を本市から受

領した後速やかに当該通知に従い、留保が解消された業務委託料に係る請求書を本市に提

出し、本市は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対して当該運営・維持管理業務

委託料を支払う。 

業務委託料Ａの 1 回当たりの支払額は、各支払期の処理量（実績値）×提案単価（円

/t）によるものとする。 

業務委託料Ｂのうち、固定費用の 1 回当たりの支払額は、20 年間の合計額を 240 等分し

た額とする。 

業務委託料Ｂのうち、補修費用については、各年度の補修計画に合わせた支払額とし、

半期毎に支払う（支払時期は、9 月度、3 月度の業務委託料の支払時とする。）。なお、本

市と事業者が協議の上、補修計画の見直しにより、各年度の支払額を見直すことができ

る。ただし、当該業務委託料Ｂ（補修費用）の事業期間中の総額は物価変動等による改定

を行う場合を除き変更しない。 

 

物価変動等による改定 

物価変動等の指標 

設計・建設業務に係る対価 

建設工事請負契約書による。ただし、本市は、国等からスライド条項の活用に係る通達等が

出された場合で、事業者から申出等があったときには、誠意をもって協議を行うものとする。 

なお、当該協議に際して、事業者は、建設工事請負契約書第 26 条に規定する具体的な運用

に関して提案できるものとし、本市は、その内容に合理性及び妥当性があると認める場合、前

述の事業者提案に基づき、請負代金額の見直しに係る協議を行うものとする。 

運営・維持管理業務に係る対価 

運営・維持管理業務に係る対価のうち、改定の対象となる費用及び各費用に対応した物価変

動等の指標を以下に示す。 

なお、当該指標は、落札者決定後、落札者の提案については、合理性及び妥当性があると本

市が認める場合、協議を行い、見直しすることができる。 
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区 分  改定の対象となる費用  指 標  

運営・維持管理

業務委託料A 

・燃料費 

「消費税を除く国内企業物価指数/石油・石炭

製品/石油製品/該当する重油種類」日本銀

行調査統計局 

・薬剤費 
「消費税を除く国内企業物価指数/化学製品/

無機化学工業製品」日本銀行調査統計局 

・電力使用料 
本市と北海道電力株式会社間の電力供給に

係る契約に定める従量料金 

・その他費用 
「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総

平均」日本銀行調査統計局 

運営・維持管理

業務委託料B 

・人件費 

「毎月勤労統計調査/調査産業計（事業所規

模30人以上）/現金給与総額指数/全国平均」

厚生労働省 

・維持管理費（補修費用を除く。） 

・その他費用（ＳＰＣ経費等） 

「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総

平均」日本銀行調査統計局 

・補修費用 

「消費税を除く企業向けサービス価格指数/自

動車整備・機械修理/機械修理」日本銀行調

査統計局 

 

改定の条件 

電力使用料を除く費用 

運営・維持管理業務に係る対価の支払額については、改定のための確認を年 1 回行うものと

する。 

ただし、著しく変動する指標については、事業に影響を及ぼす場合、合理性及び妥当性があ

ると本市が認める場合に限り、協議により年１回の改定を見直しすることができる。 

電力使用料を除き、改定時の指標と前回改定時の指標を比較し、±1.5％（下記(3)アに示す改

定割合に±0.0151 以上の増減があった場合であっても、小数点以下第 4 位未満に端数が生じた

ときは、小数点以下第 4 位未満を切り捨てるものとする。）を超過する増減があった場合に改

定を行うものとする。なお、事業者は、変動の有無にかかわらず、本市へ書面により毎年報告

を行うこと。 

毎年、8 月末時点で公表されている 新の指標（直近 12 か月の平均値）に基づき、9 月末ま

でに見直しを行い、翌年度の運営・維持管理業務の対価を確定する。改定された運営・維持管

理業務の対価は、改定年度の翌年の第 1 支払期の支払から反映させる。 

初回の改定は、令和 9 年 8 月末時点で公表されている 新の指標（直近 12 か月の平均値）

に基づき、令和 9 年 9 月末までに見直しを行い、令和 10 年度の運営・維持管理業務の対価を

確定する（比較対象は、令和 5 年 8 月末時点で公表されている 新の指標（直近 12 か月の平

均値）とする）。 

改定された運営・維持管理業務の対価は、令和 10 年度の第１支払期の支払から反映させる。 

なお、初回改定時の基準額は特定事業契約に定めた額となる。 
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電力使用料 

本市と北海道電力株式会社間の電力供給に係る契約に定める従量料金単価の改定が行われ

た場合、当該改定が発生した翌年度から、当該改定に合わせて電力使用料を改定する。この場

合、上記(2)アに示す改定割合は適用しない。 

毎年、改定年度の 8 月末時点の従量料金単価とその前年度の 8 月末時点の従量料金単価を比

較し、その変動に応じて翌年度の電力使用料を確定する。改定された運営・維持管理業務の対

価は、改定年度の翌年の第 1 支払期の支払から反映させる。 

初回の改定は、令和 9 年 8 月末時点の従量料金単価と令和 5 年 8 月末での従量料金単価の比

較を行い、その変動に基づき、令和 10 年度の電力使用料を確定する。 

改定された運営・維持管理業務の対価は、令和 10 年度の第１支払期の支払から反映させる。 

なお、初回改定時の基準額は特定事業契約に定めた額となる。 

 

改定の計算方法 

算定式 

運営・維持管理業務に係る対価のうち、改定の対象となる費用については、次式に従い見直

しを行う。 

XY   
Y：改定後の当該費用（税抜き） 

X：前回改定後の当該費用 

（税抜き、第 1 回目の改定が行われるまでは特定事業契約に示された当該費用） 

 









前回改定時の指数

改定時の指数
改定割合　　:

 

 

注１）当該指数については、「(1) 物価変動等の指標」に示すとおりである。 

注２）改定が行われるまでは契約締結年度における当該指数とする。 

注３）当該改定割合に小数点以下第 4 位未満に端数が生じた場合は、小数点以下第 4 位未満を

切り捨てる。 

消費税及び地方消費税の改正による改定 

運営・維持管理期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合、本市の事業者への支払に

係る消費税及び地方消費税については、本市が改定内容にあわせて負担する。 

その他例外的な見直しについて 

固定費、変動費を構成する費目のうち、「ア 算定式」による見直し方法が適当でないと本市

が認めた費目については、本市と事業者が協議の上で別途見直し方法を定めるものとする。 
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別紙４ モニタリング及び業務委託料の減額等 

 

運営・維持管理期間中の業務水準低下に関する措置 

本件事業における運営・維持管理期間中の業務水準低下に関する措置は、下図に示すとおりとす

る。 

  

 

 

モニタリングの方法 

モニタリングは、運営・維持管理業務に係る対価の減額を目的とするものではなく、本市と運営

事業者との対話を通じて、本件事業が安定して継続できるよう実施状況を一定の水準に常に保つこ

とを目的に実施する。 

 

「上記のモニタリングの結果、運営事業者による
業務が要求水準，契約条項等を満たしていない」

と本市が判断した場合

運営事業者による
セルフモニタリング

本市のモニタリング
・業務月報等の確認
・定期モニタリング
・随時モニタリング

「上記のモニタリングの結果、運営事業者による
業務が要求水準，契約条項等を満たしている」

と本市が判断した場合

是正勧告（１回目）

随時モニタリングによる改善の確認

是正勧告（２回目）

随時モニタリングによる改善の確認

業務担当企業の変更請求

契約の解除

随時モニタリングによる改善の確認

委託料の支払

委託料の減額措置なし

改善が認められない場合

改善予定期限までに改善が確認された場合

業務担当企業等の変更請求を

行った後、最長６か月経っても

改善が認められない場合

改善が認められない場合

←「別紙4 2 (4) 運営・維持管理業務に係る対価の
減額等の措置」に基づく減額が発生
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セルフモニタリング実施計画書の作成及び実施 

運営事業者は、運営・維持管理業務委託契約締結後、要求水準書及び提案書に基づき、以下の

項目を含むセルフモニタリング実施計画書を作成し、本市の承諾を得ること。 

セルフモニタリング実施計画書に基づき、自己の費用及び責任においてセルフモニタリングを

実施し、運営・維持管理業務の履行状況について確認等を行い、運営・維持管理契約書に定める

各種報告書等をそれぞれの期日までに作成し本市に提出すること。 

 

① モニタリング時期 ④ モニタリング手続 

② モニタリング内容 ⑤ モニタリング様式 

③ モニタリング組織  

 

本市によるモニタリングの方法 

本件事業における運営・維持管理業務のモニタリングについては、以下のとおりとする。 

業務月報等の確認 

本市は、運営事業者が運営・維持管理業務委託契約、入札説明書等及び提案書に定める業務

内容の実施状況を、運営事業者から本市へ提出される業務月報等で確認する。 

定期モニタリングと随時モニタリング 

本市は、月 1 回、現場調査を行い、運営事業者から提出された業務月報等の記載内容、契約

の履行状況について確認を行う（定期モニタリング）。その他、本市は、随時必要に応じて本施

設の現場調査を行い確認する（随時モニタリング）。 

 

業務の改善についての措置 

是正勧告（第 1 回目） 

本市は、上記モニタリングの結果から、運営事業者による業務が要求水準及び運営・維持管

理業務委託契約の各条項を満たしていないと判断した場合には、その内容に応じて以下の初期

対応を行う。 

是正勧告 

確認された不具合が、繰り返し発生しているものであるか、初発でも重大であると認め

た場合、本市は事業者に適切な是正措置をとることを紙面にて通告（是正勧告）する。運

営事業者は、本市から是正勧告を受けた場合、速やかに改善対策と改善期限（原則 90 日

以内）について本市と協議を行うとともに、改善対策、改善期限、再発防止策等を記載し

た業務改善計画書を本市に提出し、本市の承諾を得ること。 

やむを得ない事由による場合の措置 

やむを得ない事由により要求水準及び運営・維持管理業務委託契約の内容を満たすこと

ができない場合、運営事業者は、本市に対して速やかに、かつ、詳細にこれを報告し、そ

の改善策について本市と協議する。運営事業者等から報告された事由に合理性があると本

市が判断した場合、本市は、対象内容の見直し等を検討した上で、再度の勧告の対象とし

ない。 

改善の確認 

本市は、運営事業者からの改善完了の報告書受理又は改善予定期限において、随時のモニタ

リングを行い、業務改善計画書に沿った改善の実施状況を確認する。 

是正勧告（第 2 回目） 

上記イにおけるモニタリングの結果、業務改善計画書に沿った期間及び内容での改善が認め

られないと本市が判断した場合、本市は、運営事業者に第 2 回目の是正勧告を紙面にて行うと

ともに、再度、業務改善計画書の提出請求、協議、承諾及び随時のモニタリングによる改善確
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認の措置を行う。 

業務担当企業等の変更請求 

上記ウの手続を経ても第 2 回目の業務改善計画書に定められた内容が、定められた期間内に

改善が認められないと本市が判断した場合、本市は、当該業務を担当している業務担当企業を

変更することを運営事業者に請求することができる。 

契約の解除等 

本市は上記エの業務担当企業の変更請求を行った後、 長 6 か月を経て改善効果が認められ

ないと判断した場合、本市が本契約の継続を希望しない時には、運営・維持管理業務委託契約

を解除することができる。 

 

運営・維持管理業務に係る対価の減額等の措置 

運営・維持管理業務の実施状況により、以下に示す委託料の減額措置を行う。 

モニタリングの結果、本市が是正勧告（第 2 回目）を行った場合、当該事象に対して第 2

回目の勧告を行った日を起算日（同日を含む。以下同じ。）とし、当該是正勧告の対象となる

事象が解消されたことを本市が認める日まで、年 365 日の日割り計算で運営事業者に支払う

運営・維持管理業務委託料Ｂ（①固定費用）を減額する。 

運営・維持管理業務委託料の減額の程度は、1 件の是正勧告に対して①固定費用の 10％と

する。なお、複数の是正勧告による①固定費用の減額の限度は、50％とする。 

事業者の責めに帰すべき事由により、運営・維持管理業務委託契約に定める停止基準値の

未達成が生じた場合には、ア、イによらず、本施設を停止した日を起算日とし、当該未達成

が解消されたことを本市が認める日まで、年 365 日の日割り計算で①固定費用の 10％を減額

する。 

 

運営・維持管理業務に係る対価の返還 

運営・維持管理業務に係る対価支払後に、業務報告書への虚偽の記載を含む本市への虚偽報告が

判明し、当該虚偽報告がなければ運営・維持管理業務に係る対価が減額される状態であった場合、

運営事業者等は、減額されるべき運営・維持管理業務に係る対価に相当する額を返還しなければな

らない。 

この場合、当該減額されるべき運営・維持管理業務に係る対価を本市が運営事業者等に支払った

日から、本市に返還する日までの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24 年

法律第 256 号）第 8 条第 1 項の規定に基づき政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件

（昭和 24 年 12 月大蔵省告示第 991 号）に定める割合で計算した額の違約金を付するものとする。 


